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令和元年度 第２回 香川県公共事業評価委員会 

議 事 次 第 

日 時：令和元年１２月１１日（水）９：００～ 

場 所：香川県社会福祉総合センター ７階 第１中会議室 

   １ 開  会 

   ２ 社会資本総合整備計画の事後評価の審議 

○ 事後評価の説明及び質疑応答 

 ３ そ の 他 

   ４ 閉  会 
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香川県公共事業評価委員会委員名簿 

（令和元年１２月現在） 

香川大学 名誉教授                     井原 健雄 

香川大学 四国危機管理教育･研究･地域連携推進機構 副機構長  白木  渡 

（株）人間科学研究所 所長                 池田 弘子 

（一社）香川経済同友会 専務理事              大谷 誠一 

香川大学創造工学部 教授                  角道 弘文 

佐藤好美建築工房 主宰                   佐藤 好美 

香川大学創造工学部 教授                  末永 慶寛 

以上 ７委員（敬称略・順不同） 

2



香川県公共事業評価実施要領

第１ 目的

公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るとともに、

事業計画の効果・効率性や事業効果の発現状況等の検証を行うため、県が事業

主体となって実施する公共事業の評価（以下「事業評価」という。）に関して必

要な事項を定めることを目的とする。

第２ 事業評価の対象

  対象とする事業は、県が事業主体として実施する事業のうち、維持・管理に

係る事業、災害復旧に係る事業、局部改良事業等の比較的小規模な事業及び単

独事業を除く全ての事業とする。

第３ 事業評価の区分と対象範囲

  事業評価の区分と対象範囲は、以下のとおりとする。

なお、以下に掲げる評価を実施する事業以外の事業についても、国の定める

要領及び要綱等に準じ、適宜、適切な時期に評価を実施するものとする。

 １ 再評価

再評価を実施する事業は、以下の事業とする。

なお、再評価を実施しようとする年度に事業が完了又は既に主要な工事を

完了している事業については、対象事業から除くことができるものとする。

 （１）事業採択後５年目で未着工の事業

 （２）事業採択後１０年目で継続中の事業

 （３）再評価実施後５年間が経過している事業

 （４）上記以外の事業で、再評価の実施の必要が生じた事業

 ２ 事後評価

   事業完了後（又は事業計画終了後）一定期間（５年以内）が経過した事業

（又は事業計画）で、県が事後評価を行う必要があると判断する事業

 ３ その他

上記１及び２以外の評価のうち、社会経済情勢の急激な変化、技術革新等

により事業評価の実施の必要が生じた事業
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第４ 事業評価の実施及び結果等の公表

 １ 事業評価の実施時期

  ① 第３の１（１）の事業については、事業採択後５年目の年度末までに実

施する。

  ② 第３の１（２）の事業については、事業採択後１０年目の年度末までに

実施する。

  ③ 第３の１（３）の事業については、再評価実施時から５年間が経過後の

年度末までに実施する。

  ④ 第３の２の事業については、事後評価の対象となる年の年度末まで（又

は事業計画期間の最終年度の年度末まで）に実施する。

 ２ 評価結果等、対応方針等の公表

   評価結果及び対応方針等を対応方針の決定理由、結論に至った経緯等とと

もに公表するものとする。

第５ 事業評価の手法

  事業評価にあたっては、対象事業の特性に応じて評価を行う際に整理すべき

指標及び対応方針を決定する際の判断基準等（以下「評価手法」という。）につ

いて、適宜設定するものとする。

なお、国の定める要領及び要綱等に規定のある事業の評価を実施する場合は、

国の定める要領及び要綱等に基づいた評価手法に準ずるものとする。

第６ 対応方針の決定

  知事は、事業評価の実施に当たり、第三者の意見を求める諮問機関として、

香川県公共事業評価委員会を設置し、意見を聴き、その意見をできる限り尊重

して、対象事業の対応方針（継続、事業計画の見直し、休止又は中止若しくは

改善措置に関する方針等）を決定するものとする。

第７ その他

  この要領に定めるもののほか、事業評価の実施に関し必要な事項は、別に定

める。

 附則

  この要領は、平成 2４年８月 17 日から施行する。
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香川県公共事業評価委員会設置要綱

（目的及び設置）

第１条 香川県公共事業評価実施要領に基づき、専門的な見地からの意見を

求めるため、香川県公共事業評価委員会（以下「委員会」という。）を設置

する。

（所掌事務）

第２条 委員会は、知事の諮問に応じ、事業評価に係る県公共事業の対応方

針について調査審議し、その適否等について知事に答申するものとする。

２ 委員会は、調査審議するにあたっては、事業評価に係る県公共事業のう

ちから特に重要と認める事業を抽出し、当該事業について調査審議のうえ、

知事に答申するものとする。

（組織）

第３条 委員会は委員７人以内で組織する。

２ 委員は、地域の実状をよく理解している公平な立場にある有識者のうち

から、知事が委嘱する。

３ 委員の任期は２年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

４ 委員は、再任されることができる。

（委員長及び副委員長）

第４条 委員会に委員長及び副委員長を各１名を置く。

２ 委員長は委員が互選し、副委員長は、委員長が指名する。

３ 委員長は、会務を総括する。

４ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

（会議）

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

２ 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。

（意見の聴き取り）

第６条 委員会は、調査審議するため必要があると認めるときは、委員以外

の人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5



（特例）

第７条 委員会は、市町（一部事務組合を含む。）から当該市町の実施する事

業評価に係る公共事業の対応方針について意見を求められた場合において

は、第１条及び第２条の規定にかかわらず、当該対応方針について調査審

議し、当該市町に答申するものとする。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、香川県土木部技術企画課において行う。

（雑則）

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が委員会に諮って定める。

付 則

１ この要綱は、平成１０年１１月１１日から施行する。

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、最初の委員会は、知事が招集する。

３ 平成１３年１２月１８日 一部改正

４ 平成２４年８月１７日 一部改正

５ 令和元年７月３０日 一部改正
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香川県公共事業評価委員会傍聴要領 

（この要領の目的） 

第１条 この要領は、「審議会等の会議の公開に関する指針(平成10年3月30日策定)」(以下「指針」

という。)に基づき、香川県公共事業評価委員会の会議（以下「会議」という。）を公開する場合

における当該会議の運営上必要な事項を定めることを目的とする。 

（傍聴席の区分） 

第２条 傍聴席は一般傍聴席と報道関係者席とに分ける。 

２ 一般傍聴席は10席とする。ただし、次条第３項ただし書の場合はこの限りでない。 

（傍聴の申込み、受付） 

第３条 一般傍聴席で会議を傍聴しようとする者は、会議の開催時刻30分前から開催時刻までの間に、

関係の係員に申し出て、備え付けの傍聴受付簿に住所及び氏名を記載し、傍聴の申込みをしなけれ

ばならない。 

２ 前項の申込みの受付は、次条に掲げる者を除き，先着順で行うものとする。 

３ 一般傍聴席で会議を傍聴できる者は、傍聴受付簿に記載した先着10名とする。ただし、会議の議

長が、特に必要があると認めたときは、会議の会場のスペース等を勘案のうえ、一般傍聴席の数を

増加し、当該増加席数に応じ、次順位者から傍聴を認めることができるものとする。 

４ 傍聴人は、会議の議長の指示に従い，会議の会場に入場しなければならない。 

（傍聴席へ入場できない者） 

第４条 次に掲げる者は、会議の会場に入場することができない。 

 一 酒気を帯びていると認められる者 

 二 異様な服装をしている者 

 三 きょう器その他危険物と認められる物品を携帯し又は獣類を連れた者 

 四 かさ、のぼり、標識、びら、看板、その他これらに類するものを携帯した者 

 五 その他審議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者 

（傍聴人の遵守事項） 

第５条 傍聴人は、次の事項を守らなければいけない。 

 一 拍手その他公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等審議を妨害しないこと。 

 二 帽子、外とうの類を着用しないこと。 

 三 飲食物を持ち込んで飲食しないこと。 

 四 不作法な姿勢をしないこと。
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 五 所定の席にて傍聴を行うこと。

 六 会議の議長の許可なく、会議の模様を撮影し、録音しないこと。

 七 その他秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

 八 指針第３項ただし書に基づき、会議が非公開とされた場合には、会議の議長の指示に従い、速

  やかに退場すること。

（会場の秩序維持）

第６条 傍聴人において前条の規定を守らない者があるときは、会議の議長は、これを注意し、なお

守らないときは退場を命じることができる。

  附   則

１ この要領は、平成１９年１１月１日から施行する。

２ この要領は、平成２４年８月１７日から施行する。
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令和元年度 【事後評価】 対象計画 総括表
令和元年12月

着手
年度

完了
年度

1

社会資本総合整備計画

生活に密着した道路整備による快適なく
らしづくり

・香川県内の地域生活を支援する道路整備を行い、円滑
で安全な走行を確保し、生活環境の向上を図る。

香川県
他8市町

4,895 

・バイパス　18事業
・現道拡幅　5事業
・自歩道・歩道　3事業
・トイレの改良　1事業
・駅前広場　1事業
・効果促進事業　1事業

高松市
他8市町

H27 R元 有

2
社会資本総合整備計画

総合的な浸水対策の推進（防災・安全）

・集中豪雨の多発や住宅化の進展に伴う被害リスクの増
大に対し、流域が一体となって総合的な浸水対策を実施
することにより、水害に強い県を作るとともに、安全安心
な県民生活の確保を図る。

香川県
他6市町

6,779 

・河川事業　14河川
・河川管理管理施設長寿命化事業　14施設
・ダム事業　6ダム
：効果促進事業　11事業

県内一円 H27 R元 有

3

社会資本総合整備計画

総合的な土砂災害対策の推進（防災・安
全）

・人命と財産を守るための砂防施設等の整備（安全・安心
の向上）

香川県
他10市町

5,394 

・砂防事業　49箇所
・地すべり対策事業　4箇所
・急傾斜地崩壊対策事業　6箇所
・効果促進事業　8事業

県内一円 H27 R元 有

4
社会資本総合整備計画

活力のある香川の港づくり

・港湾労働者、港湾利用者のための広場、緑地等の整備
を行うことにより、活力ある港づくりを行う。

香川県 978 

・シンボル緑地
　　　　玉藻地区　A=14,000m2
・休息・緩衝緑地
　　　　朝日地区　A=7,000m2
・レクリエーション・修景緑地
　　　　香西地区　A=93,000m2

高松市 H27 R元 有

5

社会資本総合整備計画

安心安全で活力のある香川の港づくり（防
災・安全）

・地域物流と海上交通の拠点となる港湾施設の改良を行
うことにより、安心安全で活力のある香川の港づくりを行
う。

香川県 2,887 

・港湾施設の改良・補修　47施設
・長寿命化計画策定事業　2事業
・関連社会資本整備事業　1事業
・効果促進事業　2事業

高松市
他8市町

H27 R元 有

6

社会資本総合整備計画

高松市における安心・安全な港づくり（防
災・安全）

・地域の生活に密着した市管理港湾において、港湾施設
の改良を行うことにより、安心・安全な利用ができる港づく
りを行う。

高松市 242 ・防波堤等の改良　L=170m 高松市 H27 R元 有

7

社会資本総合整備計画

坂出市における港の安全性の向上（防
災・安全）

・港湾施設の改良を実施し、施設の長寿命化を図り、施
設の安全性を向上させる。

坂出市 865 
・岸壁の改良　4 施設
・浮さん橋の改良　1 基

坂出市 H27 R元 有

8

社会資本総合整備計画

安全で安心して利用できる公園づくりの推
進

・県や市が設置する都市公園において、公園施設長寿命
化計画が未策定の公園について、計画策定を行い、その
計画に基づいた公園施設の改築・更新を実施することに
より、公園利用者の安全・安心を確保するとともに、適切
な維持管理を行っていく。

香川県
三豊市

733 

・長寿命化計画策定
　　　県管理公園　10箇所
　　　三豊市公園　8箇所
・施設の改築・更新
　　　県管理公園　8箇所

高松市
他8市町

H27 R元 有

9
社会資本総合整備計画

みどり豊かで文化を育むまちづくり

・既存公園施設の長寿命化対策の実施による快適かつ
安心して利用できる都市公園づくり及び緑地公園整備の
実施による都市緑化の推進を図るとともに、運動公園を
整備することにより、市民のスポーツ・レクリエーションの
振興を図る。

高松市 1,919 
・南部地域運動公園の整備　1箇所
・公園施設の改築・更新　73箇所
・街区公園の整備　5箇所

高松市 H27 R元 有

計画の名称 計画の目標 要素事業の概要事業主体

社会資本総合整備計画等　　　審議対象　　9 計画

R2以降
継続計画
策定予定

摘    要
全　体
事業費
(百万円)

番号

計画期間事業
実施
箇所

6
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